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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第４区分
【発行日】平成30年8月2日(2018.8.2)

【公開番号】特開2017-192196(P2017-192196A)
【公開日】平成29年10月19日(2017.10.19)
【年通号数】公開・登録公報2017-040
【出願番号】特願2016-79533(P2016-79533)
【国際特許分類】
   Ｈ０２Ｍ   7/48     (2007.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０２Ｍ    7/48     　　　Ｅ
   Ｈ０２Ｍ    7/48     　　　Ｐ

【手続補正書】
【提出日】平成30年6月19日(2018.6.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　直流電源（１１）から供給される電源電圧（Ｖｂ）を、高電位側スイッチング素子（２
３）及び低電位側スイッチング素子（２４）の動作により、所望のシステム電圧（Ｖｓｙ
ｓ）に昇圧可能なコンバータ（２０）と、
　前記コンバータから出力された前記システム電圧の直流電力を複数のスイッチング素子
（３１－３６）の動作により交流電力に変換し交流電動機（８０）に供給するインバータ
（３０）と、
　前記システム電圧についての電圧指令値を算出し、前記コンバータの動作を制御するコ
ンバータ制御部（４０）と、
　前記インバータに指令する電圧ベクトルを演算する電圧指令演算部（５４０、５８０）
、及び、前記電圧ベクトルに基づき前記インバータを操作する電圧波形を特定する電圧波
形特定部（６３）を有するインバータ制御部（５０）と、
　を備え、
　前記コンバータ制御部は、
　前記交流電動機のトルク及び回転数に基づいて前記電圧指令値の基準値である電圧指令
基準値（Ｖｓｙｓ*）を算出する電圧指令基準値算出部（４１）と、
　次回の制御で前記コンバータに要求される状態が、前記電源電圧を昇圧して出力する昇
圧状態、又は、前記電源電圧を昇圧せず出力する非昇圧状態のいずれであるかを判定する
昇圧／非昇圧状態判定部（４２）と、
　前記昇圧／非昇圧状態判定部による判定結果が非昇圧状態であるとき、前記コンバータ
のＬＣ共振周波数に相当する特定周波数の振幅スペクトルが判定閾値以上であることを、
少なくとも前記電圧波形、前記交流電動機の回転数、前記インバータに流れる電流の振幅
、前記インバータの搬送波周波数、力率、変調率のうち一つ以上に基づいて判定し、前記
コンバータを昇圧状態とするように前記電圧指令基準値を変更する電圧指令値変更部（４
３）と、
　を有する交流電動機の制御装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項３
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項３】
　前記昇圧／非昇圧状態判定部は、前記システム電圧の検出値がシステム電圧閾値（Ｖｓ
ｙｓ＿ｔｈ）を下回ったとき、前記昇圧状態から前記非昇圧状態への移行要求が生じたと
判定し、
　前記電圧指令値変更部は、前記特定周波数の振幅スペクトルが前記判定閾値以上である
と判定した場合、前記電圧指令基準値を前記システム電圧閾値より大きい値に変更する請
求項１または２に記載の交流電動機の制御装置。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項４】
　前記昇圧／非昇圧状態判定部は、前記電圧指令基準値が基準値閾値（Ｖｓｙｓ*＿ｔｈ
）を下回ったとき、前記昇圧状態から前記非昇圧状態への移行要求が生じたと判定し、
　前記電圧指令値変更部は、前記特定周波数の振幅スペクトルが前記判定閾値以上である
と判定した場合、前記電圧指令基準値を前記基準値閾値より大きい値に変更する請求項１
または２に記載の交流電動機の制御装置。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明による電力変換器制御装置は、コンバータ（２０）と、インバータ（３０）と、
コンバータ制御部（４０）と、インバータ制御部（５０）とを備える。
　コンバータは、直流電源（１１）から供給される電源電圧（Ｖｂ）を、高電位側及び低
電位側のスイッチング素子（２３、２４）の動作により、所望のシステム電圧（Ｖｓｙｓ
）に昇圧可能である。
　インバータは、コンバータから出力されたシステム電圧の直流電力を複数のスイッチン
グ素子（３１－３６）の動作により交流電力に変換し交流電動機（８０）に供給する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　コンバータ制御部は、システム電圧についての電圧指令値を演算し、コンバータの動作
を制御する。
　インバータ制御部は、インバータに指令する電圧ベクトルを演算する電圧指令演算部（
５４０、５８０）、及び、電圧ベクトルに基づきインバータを操作する電圧波形を特定す
る電圧波形特定部（６３）を有する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
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　電圧指令値変更部は、昇圧／非昇圧状態判定部による判定結果が非昇圧状態であるとき
、コンバータのＬＣ共振周波数に相当する特定周波数の振幅スペクトルが判定閾値以上で
あることを、少なくとも電圧波形、交流電動機の回転数、インバータに流れる電流の振幅
、インバータの搬送波周波数、力率、変調率のうち一つ以上に基づいて判定し、コンバー
タを昇圧状態とするように電圧指令基準値を変更する。
　好ましくは、電圧指令値変更部は、非昇圧状態から昇圧状態に移行するとき、電圧指令
基準値を少なくとも電源電圧値より大きい値に変更する。
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